
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年１１月１５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 川合保生

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

市民まつりについて

⑴ 長久手市商工会の補助金を３００万円増額し、市民ま

つりに代わるイベントの運営を任せたということであっ

たが、２０２１年９月号の広報ながくてにおいて、なが

くてＰＲまつり（仮称）出店者・出演者募集という記事

があった。例年１１月に実施してきた「市民まつり」。今

年は新型コロナウイルス感染症を考慮し関係団体が連携

した新形式で１１月１４日に行う「ながくてＰＲまつり

（仮称）」内の市民の大交流会への募集との記載があっ

た。どういう事か。

⑵ 商工会は承知しているのか。

２

香流苑跡地について

⑴ 尾張旭市に全て後始末をしてもらって終わりか。

⑵ 市民の要望は無視するのか。

⑶ 市長の考えは以前の答弁のままなのか。

３

市内道路について

傷みがひどくなっている箇所が多々見られ、市民から指

摘されることが増えてきたが対応はどうしているのか。


